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指定障害者短期入所事業所 
「みるとす サービス利用契約」 

重要事項説明書 
       令和 8年 4月 1日現在 

 

本重要事項説明書は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、社

会福祉法第 76条に基づき、当事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意い

ただきたいことを説明するものです。 

 

 

当事業所では、利用者に対して短期入所サービスを提供します。当サービスの利用は、原則と

して介護給付費の支給決定を受けた方が対象となります。 
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社会福祉法人 聖隷福祉事業団 

障害者支援施設 

みるとす 

当施設は浜松市の指定を受けています。 

（指定 第 2217200480 号） 



 2

１ サービスを提供する事業者 

事業者の名称 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 

法人の所在地 静岡県浜松市中央区元城 218‐26 

代表者氏名 理事長 青木 善治 

法人の設立年月日 昭和 27 年 5 月 17 日 

電話番号・FAX 番号 電話 053－(413)－3300   FAX 053-(413)-3314 

 

２ ご利用施設 

事業所の種類 
指定障害者支援施設 

平成 20 年 10 月 1 日指定 第 2217200480 号 

事業所の名称 指定障害者支援施設 みるとす 

事業所の所在地 静岡県浜松市中央区和合町５５５番地 

提供する事業 障害者短期入所事業 浜松市障がい者緊急時対応事業 

電話・ＦＡＸ番号 電話 053-(478)-0800   ＦＡＸ 053-(476)-6511 

施設長（管理者） 施設長 宮﨑 弘光 

サービス管理責任者 三品 公香 

開設年月日 平成 15 年 4 月 1 日 

第三者評価の実施の有無    有  無              実施した年月日 平成 19 年 3 月 16 日 

実施した評価機関の名称 静岡県社会福祉協議会 評価結果の開示状況 有  無 

利用定員 

生活介護（第 1単位） 

施設入所支援 

20 名 

短期入所 

 

2 名 

施設運営の基本方針 及

び目的 

１．利用者に対して、その自立と社会経済活動への参加を促進す

る観点から、相談援助及び介護、看護を適切に行います。 

２．利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って

指定施設支援を提供するように努めます。 

３．できる限り居宅に近い環境の中で、地域や家庭との結びつき

を重視した運営を行い、市町村、障害者施設その他の保健医

療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に

努めます。 

 

３ 事業所の概要 

敷地     32,801.54 ㎡ 

建物構造 鉄筋コンクリート造 ４階建て（耐火建築） 

延床面積     1,087.89 ㎡ 

 

（１）ご利用施設であわせて実施する事業 

事業の種類 事業者指定年月日 指定番号 利用定数 

指定介護老人福祉施設 

和合愛光園 
平成 12 年 4 月 1 日 

静岡県 

第 2277100158 号 
102 床 

生活介護：第 2単位 

（通所） 
平成 20 年 10 月 1 日 第 2217200480 号 20 名 
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(２)居室 

居室の種類 室 数 面 積 

全室個室 22 室 14.91～21.54 ㎡ 

※当事業所では上記の施設・設備をご利用いただくことが出来ます。これらは、厚生労働

省が定める基準により、短期入所事業のサービス提供に設置が義務付けられている施

設・設備です。これらの利用については、利用者に特別にご負担いただく費用はありま

せん。 

※居室は、原則として空室を利用して頂きますが、ご利用者の心身の状況等を勘案して、 

当事業所にて決めさせて頂きます。また、居室の変更は、ご利用者同士の合意があった

場合または、心身の状況等に変化があった場合等に実施いたします。その際には、ご利

用者およびご家族と協議の上で決定するものとします。利用者の心身の状況や空き状況

によりご希望に沿えない場合もあります。 

（３）居室以外の主な施設設備の概要 

施設設備の種類 数 面積 

トイレ 13 室 42.62 ㎡(７室は個室内に設置) 

食堂 2 室 141.67 ㎡ 

談話・リハビリ 2 室 101.56 ㎡ 

ミーティングルーム １室 17.85 ㎡ 

浴室・脱衣室 １室 72.46 ㎡（特殊浴槽３台） 

静養室 １室 15.96 ㎡ 

 

４ 職員の配置状況 

（指定障害者支援施設を含む） 

職種 職員配置 区分 指定基準 常勤換算 

施設長（管理者） 1 常勤（兼務） 1  

サービス管理責任者 1 常勤（兼務) 1 0.5 

医師 1 非常勤 1 0.1 

生活支援員 8 人以上 常勤 10 11.8 以上 

看護職員 １名以上 常勤（兼務） 1 0.1 以上 

理学又は作業療法士 1 常勤（兼務） 必要な数 0.1 

管理栄養士又は栄養士 1 非常勤 必要な数 0.6 以上 

※当事業所では、利用者に対して指定障害福祉サービスを提供する職員として、上記の職

員を配置しています。 

※前年度の利用者数によって職員の指定基準は変動します。 

 

＜主な職種の勤務体制＞ 

職  種 勤 務 体 制 

生活支援員 

早番 ①（ 6：00 ～ 14：30）          1 名 

早番 ②（ 7：10 ～ 15：40）          1 名 

日勤 ①（ 9：00 ～ 17：30）          1 名 

日勤 ②（ 8：30  ～  17：00）          1 名 

遅番  （12：00 ～ 20：30）                   1 名 

遅番 （13：30 ～ 22：00）          1 名 

準夜  （17：00  ～  1：30）          1 名 

夜勤  （22：00 ～  7：20）                   1 名 
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看護職員 正規の勤務時間帯（ 8：30 ～ 17：00） 

理学又は作業療法士 正規の勤務時間帯（ 8：30 ～ 17：00） 

医師（非常勤） 正規の勤務時間帯（ 14：00 ～ 15：00）※週 2日 

管理栄養士又は栄養士 正規の勤務時間帯（ 8：30 ～ 15：30） 

※土・日曜日は上記と異なります。 

※職員の配置基準については常勤換算の上、厚生労働省の指定基準を尊守しています。 

※常勤換算とは：職員それぞれの週当あたりの勤務延時間総数を、当施設における常勤職

員の所定勤務時間数（週 37.5 時間）で除した数です。 

  例）：１日 3.75 時間、週５日勤務の職員（１週間で 18.75 時間勤務）が５名いる場合、

常勤換算では、2.5 名（3.75 時間×5日×5名÷37.5 時間＝2.5 名）となります。 

 

５ 事業所が提供するサービスと利用料金 

      （契約書第 3条、第 4条参照） 

 当事業所では利用者に対して以下のサービスを提供します。 

（１）介護給付費の対象となるサービス 

（２）介護給付費の対象外のサービス（利用料の全額を利用者にご負担いた

だくサービス） 

（１）介護給付費の対象となるサービス 

    以下のサービスについては、食費・光熱水費を除き、サービス利用料金全体の９

割が介護給付費の給付対象となります。当事業所が介護給付費等の給付を市町村か

ら直接受け取る（代理受領する）場合、利用者は自己負担分として、サービス利用

料金全体の 1 割の額を当施設にお支払い頂きます。なお 7 ページ以降に記載する負

担の軽減が適用される場合には、この限りではありません。 

また、介護給付費の対象サービスの場合でも、代理受領を行わない場合（※償還

払いの場合も含む）については、一旦全額を当施設にお支払い頂きます。 

※償還払いとは、一旦、利用者がサービス利用料金全額を当事業所に支払い、後

に支払額のうち９割が市町村から返還されるものです。 

 

①日常生活の支援 

種類 内容 

食事の提供 

栄養士の管理の下で、栄養と利用者の身体状況や嗜好に配慮した

食事を、下記の時間に適温で提供します。 

食事はできるだけ離床して食堂で食べていただけるように配慮

します。 

食事提供時間 朝食  ７：３０～ ８：３０ 

       昼食 １２：００～１３：００ 

       夕食 １８：００～１９：００ 

排泄 

利用者の状況に応じた排泄援助を行うと共に、排泄の自立につい

ても心身の能力を最大限活用し適切な援助を行います。介助に関

しては、可能な限り迅速な対応とプライバシーの配慮に努めま

す。 

入浴 

継続利用日数 7日に対し、2回の入浴または清拭を行います。継

続して 3 日程度で 1 回の入浴となります。（但し元旦の入浴はお

こないません。個人的な都合でキャンセルされた場合も入浴の振

替は行いません。） 
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着脱衣 
利用者の心身の状況に応じ、能力を活用し衛生面にも配慮した援

助をおこないます。 

整容 
本人の希望に沿い、身だしなみに配慮し、清潔の保持を心がけま

す。 

洗濯 

洗濯は原則当事業所で行ないますが、自立支援の観点からご自分

で洗濯を出来る設備も整えております。また、施設内の洗濯設備

にて洗えない衣類等は、有料（実費）にてクリーニング業者を利

用していただきます。 

②医療及び健康管理 

健康管理 

常に利用者の健康状況に注意し、協力医療機関を通じて健康保持

のための適切な支援を行います。服薬管理は、当事業所の看護師

等と相談の上行います。（定期受診の付き添いサービスは行いませ

ん。） 

ご利用中に医療措置を必要とするような緊急時には、直ちにご家

族に連絡いたします。ご家族で、かかりつけの医院に受診してい

ただくか、利用者の主治医にご相談下さい。状況によっては当事

業所の判断で、下記の協力医療機関に受診していただく場合があ

りますが、そのような場合もご家族へ連絡いたしますので、直ち

に来園をお願いいたします。 

消毒、ガーゼ交換、膀胱洗浄、浣腸は利用者の主治医の処方に従

って行います。必要物品は各自でご用意下さい。導尿および留置

カテーテルの交換等特別な医療行為は行いません。 

また歯科診療・治療等は行いません。 

嘱託医 

名称 あつみ神経内科クリニック 

院長 渥美哲至（和合愛光園診療所所長） 

診療科 内科・神経内科・リハビリ科 

診察日・時間 毎週２日 14:00～15:00 

協力医療機関 

名称 総合病院 聖隷浜松病院 
院長名 岡 俊明 

所在地 浜松市中央区住吉 2-12-12 

電話番号 053-474-2222 

診療科 

内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、小児科、外科、産婦人科、気

管食道科、麻酔科、脳神経外科、整形外科、皮膚科、放射線科、眼科、

耳鼻咽喉科、泌尿器科、リハビリテーション科、小児外科、心臓血管

外科、呼吸器外科、形成外科、神経内科、精神科、計 23 科 

入院設備 744 床 

③社会的活動の支援等 

機能訓練 

原則、理学または作業療法士による機能訓練は行いません。しか

し、看護・介護職員によるケアの提供をもって心身機能の向上、

または、低下を防止するよう努めます。 

相談および支援 

利用者およびご家族からのご相談に誠意をもって応じ、可能な限

り支援を行うよう努めます。また障害支援区分変更についても必

要な援助を行うよう努めます。 

さらに地域において自立した社会生活を送る為の生活習慣の確

立を目指した指導を行います。 

社会生活上の便宜 

施設での生活を実りあるものとするため、できる限り利用者の希

望に応じた、レクリエーション行事を企画します。 
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移送 

・利用者のご希望により事業所から外出活動を実施した場合の移

送をおこないます。その場合実費燃料費を徴収させていただき

ます。 

・個人的な外出及び、協力病院以外への移送の対応はしておりま

せん。ご希望の場合は他業者の紹介などの相談に応じます。 

土・日曜日、年末年始の送迎は行っておりません。 

当事業所の移送サービス部門が送迎を行いますが、病院受診や

通所事業の都合などでご希望に添えない場合もございます。 

＜サービス利用料金（１日あたり）＞ 

 別表参照 

 

６ 虐待防止、身体拘束について（契約書第 6条、第 4項参照） 

 当事業所は、常に利用者の人格を尊重する観点に立ち、利用者への虐待防止に必要な措

置を講じます。また、利用者及び他の利用者等の生命または身体を保護するため、緊急や

むを得ない場合を除いて、利用者等の身体拘束その他利用者の行動を制限することはいた

しません。 

（１）虐待の防止のための措置 

   ①虐待の防止に関する責任者の選定 

虐待防止に関する責任者 施設長  宮﨑 弘光 

②成年後見制度の利用支援 

   ③苦情解決制度の整備 

   ④従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修実施 

 

7 利用者の意思決定支援・本人の意向を踏まえたサ

ービス提供の推進（契約書第 5条参照） 

 １事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者

の意思決定の基本原則に基づき、支援に配慮するよう努めます。 

 2 事業者は、サービス担当者会議及び個別支援会議について、本人の心身の状況等により

やむを得ない場合を除き利用者本人の参加を原則とし、会議において本人の意向等を確認

するものとします。 

 3 事業者は、利用者本人の意思に反する異性介助がなされないよう、サービス管理責任者

等がサービス提供に関する本人の意向を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービ

ス提供体制の確保に努めるものとします。 

 

8 情報の公表について 

 事業者は、概ね 1 年に 1 回以上、障害福祉サービス等情報公表システムに必要事項を公

表するものとします。 

 

 

9 苦情の受付について（契約書第 13 条参照） 

（１）当事業所における苦情の受付 

   当事業所における苦情やご相談は以下の専門窓口で受け付けます。 
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苦情受付担当者 

担当者名 ： サービス管理責任者 

       三品 公香 

受付方法 ： 面接、電話（053-478-0800） 

受付時間 ： ８：３０～１７：００ 

施設長に直接会って話し合いを希望する場合は、上記の職員に連

絡をして下さい。 

苦情解決責任者 施設長 宮﨑 弘光 

第三者委員 

第三者委員は、利用者と施設の間にはいって、問題を公平、中立

な立場で円滑、円満に解決する為に設けられた制度です。 

氏  名 ：和久田 進   053-474-2838 

      池谷 守司   053-472-3312 

 苦情受付箱 匿名での苦情については、正面玄関に苦情箱を設置しています。 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

浜松市役所 

障害保健福祉課 

所在地 ： 浜松市中央区元城町１０３－２ 

      電話 053-457-2860    FAX 053-457-2630 

静岡県社会福祉協議会 

（運営適正化委員会） 

所在地 ： 静岡県静岡市葵区駿府町１－７０ 

      静岡県総合社会福祉会館内 

電話（054‐653‐0840） FAX（054‐251‐7508） 

 

10 利用者の記録や情報の管理、開示について 

（契約書第 6条、第 6項参照） 

  当事業所は、関係法令に基づいて、利用者の記録や情報を適切に管理し、利用者の求

めに応じてその内容を開示します。（開示に際して必要な複写料などの諸費用は、利用者

の負担となります。） 

  当事業所における記録の項目は次のとおりです。 

① サービス提供の具体的内容 

② 万一、身体拘束を行った場合の状況や緊急やむをえない理由など 

③ 市町村との連絡・通知 

④ 利用者からの苦情の内容 

⑤ 事故の状況及び、事故に際しての対応 

☆保存期間は、サービス提供が完結した日から５年間となります 

☆閲覧・複写できる窓口業務時間  平日 8：30～17：00（土日祝祭日は除く） 

 

11 損害賠償保険への加入（契約書第 7条参照） 

当事業所は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

保険会社名 あいおい損害保険株式会社 

保険名 社会福祉施設総合保険 

補償の概要 
対人・対物賠償、管理財物、人格権侵害、経済的損害、

事故対応費用、対人見舞費用 

 

12 非常災害時の対応 

非常時の対応 別途定める「和合愛光園」消防計画にのっとり対応を行います。 

近隣との協力関係 
夜間、休日は聖隷福祉事業団住吉地区の他施設と相互に応援体制を組み

ます。 
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地震災害時の対応 

地震注意情報・地震予知情報が発令された場合及び地震発生の場合。 

①利用中の場合……直ちにご家族に連絡すると共に今後の対応に

ついて確認いたします。 

②利用予定の場合…直ちにご家族に連絡すると共に今後の対応に

ついて確認いたします。状況により利用中止と

させていただく場合もあります。 

平常時の訓練およ

び防災設備 

別途定める「和合愛光園」消防計画にのっとり年間２回以上、避難訓練

を実施します。 

設備名称      設備の有無または個数等 

スプリンクラー………あり 

非常階段………………あり 

自動火災報知機………あり 

避難誘導灯……………あり 

ガス漏れ報知器………あり 

防火扉…………………あり 

屋内消火栓……………あり 

非常通報装置…………あり 

非常用電源……………あり 

漏電火災報知機………あり 

防炎カーテン…………全室に使用 

 

13 業務継続計画に関する事項 

（契約書第 6条第 1項参照） 

  事業者は自然災害時、感染症蔓延時等、やむを得ない事由によりサービスの提供に困

難が生じた場合において、業務の継続、早期業務の再開を図るための計画を策定し、当該

業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 

 

14 その他留意事項 

来訪・面会 

原則、面会時間の制限は特に設けませんが、他者（本人を含む）への迷

惑とならないよう配慮をお願いします。玄関・出入口は 21：00 以降か

ら翌朝 6：00 までは施錠いたします。 

来訪時には、手洗い・うがいを励行し、インフルエンザ等の感染防止に

ご協力下さい。利用者・職員に影響を及ぼす可能性がある場合には、面

会の制限をさせていただく場合があります。 

外出 

外出の際には事前に行き先、帰宅時間等を職員に申し出てください。（欠

食確認等のため）また、必要に応じて行き先の電話番号等を教えていた

だく場合もあります。 

個人的な外出の事故については、施設として責任は負いません。 

送迎 

原則、土・日曜日、年末年始の送迎はいたしておりません。 

当事業所の移送サービス部門が送迎を行いますが、病院受診や通所事業

の都合などでご希望に添えない場合もございます。 

飲酒・喫煙 
飲酒は他者に迷惑をかけないようお願いします。 

敷地内・屋内、全面禁煙となっています。 

居室・設備 

器具の利用 

当事業所の居室・設備・器具は、本来の用法に従ってご利用ください。

これに反したご利用により破損等が生じた場合、賠償していただくこと

があります。 

医療機関への 

受診 

医療機関への受診については、医師・看護師の判断を必要としますので、

事前にご相談ください。受診の付き添いは緊急ややむを得ない場合を除
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きいたしません。 

迷惑行為等 
騒音等、他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮願います。また、許可無

く他の利用者の居室への立ち入りはご遠慮ください。 

金品の授受 
他の利用者や職員への金品の授受は、トラブルの原因になりますのでご

遠慮下さい。 

宗教・政治活動 
当事業所内での他の利用者や職員に対する宗教活動および政治活動・営

利活動は、ご遠慮ください。 

感染症対策 

利用者が感染等にかかった場合、他の利用者への感染を防止するため、

感染の種類によって必要な措置をとることがあります。また、当事業所

以外でインフルエンザ等の感染症が流行している場合、感染防止の為、

利用や外出等を制限することがあります。 

金銭・貴重品 

の管理 

利用者の金銭および貴重品の管理はいたしません。紛失等されてもその

責任は負えません。 

動物飼育 施設内へのペットの持ち込みおよび飼育は原則お断りします。 

入所時と退所時 

について 

サービス利用の開始時、利用者の体調等を確認する為、血圧・体温等の

測定を行い、さらに介護職員により最近の生活の状況等、介護上必要な

事柄についてお伺いします。 

終了時には、担当職員より利用期間中の様子についてのご報告と、お預

かりした物品の返却を行います。 

緊急時の対応と 

連絡先について 

利用者の体調不良や事故等で、救急受診などの対応が必要となるなど、

サービス利用の継続が困難になった場合、直ちにご家族に連絡をいたし

ますので、ご来園いただきますようお願いいたします。なお、ご利用中

のご家族の緊急連絡先については、ご利用ごとにお知らせ下さい。 

身元引受人及び

扶養者の義務 

当事業所は、契約締結にあたり、利用者に対し、身元引受人をお願いす

る事になります。ただし、社会通念上、利用者に身元引受人を立てるこ

とができない相当の理由が認められる場合は、当事業所にご相談下さ

い。 

① 身元引受人は、利用者の利用料等の経済的な責務について、 

  利用者と連携して、その責務の履行義務を負うことになります。 

② 利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続きが円滑

に進行するように当事業所に協力していただきます。 

③ 利用者が利用中に死亡した場合、遺留金品の処理及びその他必要な

措置を講じていただきます。 

④ 身元引受人に変更がある場合、当事業所へご連絡下さい。 
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平成 18 年 10 月 1 日 施行              

平成 19 年  7 月 1 日 改訂               

平成 20 年  3 月 1 日 改訂              

平成 20 年  10 月 1 日 改訂 

平成 21 年 4 月 1 日 改訂 

平成 22 年 4 月 1 日 改訂 

平成 24 年  4 月 1 日 改訂  

平成 25 年 4 月 1 日 改訂 

平成 25 年 10 月 1 日 改訂 

平成 26 年 4 月 1 日 改訂 

平成 27 年 4 月 1 日 改訂 

平成 28 年 4 月 1 日 改訂 

平成 29 年 4 月 1 日 改訂 

平成 29 年 10 月 1 日 改訂 

平成 29 年 11 月 1 日 改訂 

平成 30 年 4 月 1 日 改訂 

平成 30 年 7 月 1 日 改訂 

平成 30 年 11 月 1 日 改訂 

平成 31 年 4 月 1 日 改訂 

令和 1年 10 月 1 日 改訂 

令和 3年 4 月 1 日 改訂 

令和 4年 6 月 1 日 改訂 

令和 6年 1 月 1 日 改訂 

令和 6年 4 月 1 日 改訂 

令和 7年      4 月    1 日   改訂 

令和 8年      4 月    1 日   改訂 
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  年   月   日 

 

指定障害福祉サービスの提供及び利用の開始に際し、本書面に基づき重要

事項の説明を行いました。 

静岡県浜松市中央区和合町５５５番地 

社会福祉法人 聖隷福祉事業団  

障害者支援施設みるとす 

 

 

説明者                 

 

 

 

  年   月   日 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定障害福祉

サービスの提供開始に同意しました。 

 

 

             利用者住所 

  

                                   

 

  

             利用者氏名                

 

  

             上記代筆者               

             （利用者との続柄等：        ） 

 

 

             身元引受人                

             （利用者との続柄等：        ） 


